
 

 

 

「公文書管理強化月間」 始めます！ 
 

公文書は市民共有の知的資源であり、市民の皆さまへの説明責任を果たすために、

適正に管理する必要があります。 

職員一人ひとりが改めてこのことについて理解を深める必要があることから、新た

に「公文書管理強化月間」を設け、市役所全体で取り組みます。 

 

１ 期間  

  ５月第３月曜日から１か月の間 

  令和４年度は５月１６日（月）から６月１５日（水）まで 

この期間は、公文書の管理に関する自己点検の実施時期であるとともに、作成した文

書を適切に保管するための手続きである「文書引継」の準備が始まる時期であり、職員が

公文書管理について考える機会が最も多い期間です。 

 

２ 主な取組内容  

（１）職員による公文書の管理に関する自己点検の実施 

職員自ら、作成・整理・保存の状況を振り返り、望ましい取扱いを理解する

取組です。 

（２）各所属での取組 

ア 個人の机にある文書の整理徹底 

イ キャビネット内の文書の整理徹底 

ウ 退庁時におけるキャビネットへの公文書保管の徹底 

エ 紙文書の電子文書化及び電子決裁の推進 

オ 文書の書式や決裁ルート等の確認の徹底 

（３）公文書監理官※による保管状況等調査の実施 

（４）文書管理研修の集中実施 

（５）「公文書管理ニュース」（職員向け発行誌）の臨時号による周知 

（次ページ参照） 

 

 ※公文書監理官とは、公文書の管理状況の調査、助言・指導などを行う職で、

令和３年４月に全国自治体で初めて配置しました。 

 

令和４年５月１３日 
相模原市発表資料 

問合せ先 
情報公開・⽂書管理課 
直通電話 042-769-8210 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


